
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
及
び
高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外
措

置
の
適
用
基
準 

 
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
三
十
四
号 

改
正 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
九
号 

改
正 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
号 

改
正 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
財
務
省
告
示
第
百
十
号 

改
正 

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
四
号 

改
正 

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号 

 

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
及
び
高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外

措
置
の
適
用
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。 

 

一 

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
（
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二

項
関
係
） 

㈠ 

各
年
度
に
お
い
て
、
産
品
の
競
争
力
に
基
づ
く
国
別
・
品
目
別
特
恵
適

用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

一
の
特
恵
受
益
国
・
地
域
（
後
発
開
発
途
上
国
を
除
く
。
）
を
原
産
地

と
す
る
物
品
（
以
下
「
特
定
原
産
品
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
年

度
の
初
日
を
含
む
年
の
前
々
年
（
以
下
単
に
「
当
該
年
度
の
前
々
年
」
と

い
う
。）
ま
で
の
三
暦
年
の
平
均
で
、
そ
の
輸
入
額
が
十
五
億
円
を
超
え
、

か
つ
、
当
該
輸
入
額
が
特
定
原
産
品
と
同
一
の
物
品
の
総
輸
入
額
の
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
は
、
特
恵
適
用
の
対
象
か
ら
三
年
間
除

外
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は

除
外
し
な
い
。 

 

当
該
三
暦
年
の
平
均
で
、
当
該
特
定
原
産
品
の
特
恵
適
用
輸
入
額

が
当
該
国
・
地
域
か
ら
の
総
特
恵
適
用
輸
入
額
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
る
場
合 

 

当
該
特
定
原
産
品
が
、
経
済
連
携
協
定
（
法
第
七
条
の
七
第
一
項
に

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
締
結
に
つ
い
て
の

大
筋
合
意
を
し
て
い
る
国
・
地
域
を
原
産
地
と
す
る
物
品
で
、
か
つ
、

当
該
大
筋
合
意
に
お
い
て
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
率
が

当
該
経
済
連
携
協
定
の
発
効
日
に
お
い
て
特
恵
税
率
以
下
の
も
の
で

あ
る
場
合 

 

当
該
特
定
原
産
品
の
協
定
税
率
（
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
協
定
税
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
場
合 

ロ 

イ
の
基
準
は
、
農
水
産
物
等
（
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第

五
十
四
号
）
別
表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。）
第
一
類
か
ら
第
二

十
四
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
輸
入
統
計
品
目

表
（
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入
統
計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和

六
十
二
年
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
に
定
め
る
輸
入
統
計
品
目
表
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
細
分
の
単
位
で
、
鉱
工
業
産
品
等
（
関
税
率
表

第
二
十
五
類
か
ら
第
七
十
六
類
ま
で
及
び
第
七
十
八
類
か
ら
第
九
十
七

類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
関
税
率
表
番
号
の
項



の
単
位
で
適
用
す
る
。 

ハ 

イ
の
基
準
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
の
輸
入
統
計
品
目
表
に
基
づ
い

て
、
当
該
年
度
の
前
々
年
ま
で
の
三
暦
年
の
貿
易
統
計
に
よ
り
判
定
す

る
。 

㈡ 

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
率
及
び
特
恵
税
率
の
選
択
的
適
用
を
回

避
す
る
た
め
の
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
は
以
下

の
と
お
り
と
す
る
。 

経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
我
が
国
以
外
の
締
約
国
で
あ
る
国
・
地
域
（
後

発
開
発
途
上
国
を
除
く
。）
を
原
産
地
と
す
る
物
品
で
あ
っ
て
、
当
該
物
品

の
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
率
が
特
恵
税
率
以
下
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
特
恵
適
用
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。 

㈢ 

有
限
天
然
資
源
保
護
の
た
め
の
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の

適
用
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

我
が
国
が
加
盟
す
る
水
産
資
源
の
保
存
管
理
に
係
る
地
域
漁
業
管
理
機

関
に
お
い
て
、
保
存
管
理
措
置
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
特
定
が
行
わ
れ

る
国
・
地
域
か
ら
の
、
当
該
機
関
に
お
け
る
管
理
対
象
魚
種
の
輸
入
と
い
っ

た
環
境
・
資
源
の
保
護
の
観
点
か
ら
特
恵
の
供
与
を
行
う
こ
と
が
適
切
で

な
い
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
機
関
に
お
い
て
特
定
が
解
除
さ
れ
る
等
特
恵

非
供
与
の
根
拠
が
解
消
す
る
ま
で
の
間
、
特
恵
適
用
の
対
象
か
ら
除
外
す

る
。 

二 

高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準 

㈠ 

各
年
度
に
お
い
て
、
部
分
適
用
除
外
措
置
（
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除

外
措
置
。
法
第
八
条
の
二
第
二
項
関
係
）
の
適
用
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と

す
る
。 

イ 

対
象
国
・
地
域
は
、
後
発
開
発
途
上
国
及
び
㈡
に
規
定
す
る
全
面
適
用

除
外
措
置
の
対
象
と
な
る
国
・
地
域
を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初

日
を
含
む
年
の
前
年
（
以
下
単
に
「
当
該
年
度
の
前
年
」
と
い
う
。）
に

国
際
復
興
開
発
銀
行
が
公
表
す
る
統
計
（
以
下
「
世
銀
統
計
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、「
高
所
得
国
」
に
分
類
さ
れ
る
国
・
地
域
と
す
る
。
な
お
、

当
該
年
度
の
前
年
の
世
銀
統
計
に
お
い
て
所
得
分
類
が
さ
れ
て
い
な
い

国
・
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
・
地
域
の
政
府
機
関
又
は
他
の
適
当
な

国
際
機
関
が
公
表
す
る
統
計
に
よ
る
国
民
一
人
当
た
り
国
民
総
所
得
が
、

当
該
年
度
の
前
年
の
世
銀
統
計
に
お
い
て
「
高
所
得
国
」
に
相
当
す
る

国
・
地
域
と
す
る
。 

ロ 

対
象
品
目
は
、
輸
入
統
計
品
目
表
の
細
分
に
よ
る
こ
と
と
し
、
当
該
年

度
の
前
々
年
に
お
い
て
当
該
細
分
に
応
じ
て
計
上
さ
れ
た
貿
易
統
計
に

お
い
て
、
イ
の
国
・
地
域
を
原
産
地
と
す
る
各
品
目
の
う
ち
、
そ
の
輸
入

額
が
、
我
が
国
の
当
該
品
目
の
総
輸
入
額
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
、
か
つ
、
十
億
円
を
超
え
て
い
る
品
目
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
国
・

地
域
を
原
産
地
と
す
る
当
該
品
目
の
協
定
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
。 

ハ 

イ
及
び
ロ
の
基
準
に
よ
り
、
部
分
適
用
除
外
措
置
の
対
象
と
な
っ
た

国
・
地
域
及
び
品
目
に
つ
い
て
は
、
特
恵
適
用
の
対
象
か
ら
一
年
間
除
外

す
る
こ
と
と
し
、
当
該
基
準
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
国
・
地
域
に
つ
い
て
当
該
品
目
の
特
恵
関
税
の
供
与
を
復
活

さ
せ
る
。 



㈡ 

各
年
度
に
お
い
て
、
全
面
適
用
除
外
措
置
（
国
別
適
用
除
外
措
置
。
法
第

八
条
の
二
第
一
項
関
係
）
の
適
用
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

当
該
年
度
の
前
年
ま
で
の
三
箇
年
の
世
銀
統
計
に
お
い
て
、
同
期
間

中
連
続
し
て
「
高
所
得
国
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
国
・
地
域
（
後
発
開
発

途
上
国
を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
前
年
ま
で
の
三
箇
年
の
世
銀

統
計
に
お
い
て
所
得
分
類
が
さ
れ
て
い
な
い
国
・
地
域
に
つ
い
て
は
、
当

該
国
・
地
域
の
政
府
機
関
又
は
他
の
適
当
な
国
際
機
関
が
公
表
す
る
統

計
に
よ
る
国
民
一
人
当
た
り
国
民
総
所
得
が
、
当
該
年
度
の
前
年
ま
で

の
三
箇
年
の
世
銀
統
計
に
お
い
て
、
同
期
間
中
連
続
し
て
「
高
所
得
国
」

に
相
当
す
る
国
・
地
域
と
す
る
。）
に
つ
い
て
は
、
特
恵
適
用
の
対
象
か

ら
除
外
す
る
。 

ロ 

イ
の
基
準
に
よ
り
国
別
適
用
除
外
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
国
・
地
域

の
国
民
一
人
当
た
り
国
民
総
所
得
が
、
当
該
年
度
の
前
年
ま
で
三
箇
年

の
世
銀
統
計
に
お
い
て
、
同
期
間
中
連
続
し
て
「
高
所
得
国
」
に
分
類
さ

れ
な
い
場
合
で
、
か
つ
、
当
該
国
・
地
域
よ
り
希
望
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
年
度
よ
り
当
該
国
・
地
域
に
対
す
る
特
恵
関
税
の
供
与
を
復
活
さ
せ

る
。
な
お
、
当
該
年
度
の
前
年
ま
で
の
三
箇
年
の
世
銀
統
計
に
お
い
て
所

得
分
類
が
さ
れ
て
い
な
い
国
・
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
・
地
域
の
政

府
機
関
又
は
他
の
適
当
な
国
際
機
関
が
公
表
す
る
統
計
に
よ
る
国
民
一

人
当
た
り
国
民
総
所
得
が
、
当
該
年
度
の
前
年
ま
で
の
三
箇
年
の
世
銀

統
計
に
お
い
て
、
同
期
間
中
連
続
し
て
「
高
所
得
国
」
に
相
当
し
な
い
場

合
で
、
か
つ
、
当
該
国
・
地
域
よ
り
希
望
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
年
度
よ

                                        

        

 
1 

  

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
九
号
に
は
適
用
日
の
言

り
特
恵
関
税
の
供
与
を
復
活
さ
せ
る
。 

改
正
文
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
九
号
）1 

改
正
文
（
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
号
）
抄 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
財
務
省
告
示
第
百
十
号
）
抄 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
四
号
）
抄 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
抄 

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

及
は
な
い 


